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要 望 事 項

① 介護老人保健施設の存続

② 介護老人保健施設の機能の活用

③ 令和９年度介護報酬改定に向けて

多くの施設で大規模修繕等が必要な時期に来ているが、修繕等の資材等の高騰でその費用
が捻出できず、施設経営も厳しい状況にあり、事業継続を検討せざるを得ない施設も増加
してきている。
地域包括ケアシステムの中核的な役割を果たす老健施設が存続できるよう、経営の原資で
ある介護報酬の大幅なアップをお願いしたい。

医療・介護の多職種が配置されており、在宅生活を支える医療と介護の両方の機能を持つ
老健施設は、災害時の拠点や民間（女性）シェルターとしての機能を果たすことができる。
その機能を強化するためにも老健施設の建て替えや大規模修繕等の財政支援をお願いした
い。

他職種と遜色ない賃上げを実現し、介護業界からの人材の流出を防ぐとともに、先行きが
不透明で急激な物価上昇等に対応するためには、これまでの３年毎ではなく、毎年の介護
報酬改定が必要である。
その賃上げや物価高騰対応等にきめ細かく対応できるよう介護報酬改定の体系化をお願い
したい。



介護老人保健施設の存続
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【建物の築年数】

築年数区分 件数 割合

0〜9年 70 2.9%

10〜19年 242 9.9%

20〜29年 1114 45.7%

30〜39年 957 39.3%

40〜49年 37 1.5%

50年以上 17 0.7%

未回答・無効 1 0.0%

合計 2438 100.0%

建て替えが必要

2.2%

大規模修繕が必要

39.2%

一部修繕が必要

51.1%

問題はない

7.5%

【建物老朽化状況】

【調査対象】 全国老人保健施設協会 正会員施設 3,494施設

【調査期間】 令和８年４月10日 ～ ４月30日 （20日間）

【回答状況】 2,438施設 ： （回収率） 69.77％

介護老人保健施設の経営実態・存続に関する緊急調査

41.5％
87.2％

建て替え・大規模修繕が必要 41.4％
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14.9%

43.1%415施設

17.0%

25.0%

【建て替え・大規模修繕等の検討状況】

すでに実施した

検討中である

検討したが断念した

検討したことがない

74.5%

72.0%

53.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

付帯設備の更新

建物本体の修繕

内装・居住環境の改善

【断念した具体的内容】

86.3%

74.9%

56.4%

41.9%

23.6%

19.8%

0% 50% 100%

建設費・修繕費の高騰

自己資金が確保できない

経営の先行きが不透明

公的補助金が活用しにくい

金融機関からの借入が難しい

人員確保が見込めない

【建て替え・大規模修繕の検討断念の理由】

（空調・ボイラー等）

（外壁・防水等）
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状況次第では検討する

36.5%

高い可能性がある

4.8%

すでに具体的に検討中

2.3%

可能性は低い

56.5%

【廃業・事業縮小の検討の可能性】

108件 （63.2%）

53件 （31.0%）

44件 （25.7%）

42件 （24.6%）

0.0% 50.0% 100.0%

事業所縮小

他法人へのM&A

廃業

業態転換

上記 「高い可能性がある」 「すでに具体的に検討している」

と回答した施設（171施設）が

【検討している事項】

（介護老人保健施設の経営実態・存続に関する緊急調査（令和８年４月実施））

（全老健会員データ）

48.2%

26.4%

12.9%

6.8%

2.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経営悪化

人員不足

建物・設備の老朽化

制度改定・報酬の影響

後継者不在

【廃業検討の主な要因】

経営悪化
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（令和７年度介護事業経営概況調査）

赤字 黒字
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80.4%

74.7%

14.2%

11.7%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

建て替え・修繕への補助金

人材確保への支援

経営改善の専門家支援

事業承継支援

特にない

【事業継続ができると感じる支援項目】

87.8%

80.5%

74.8%

46.8%

34.4%

30.8%

24.7%

19.0%

9.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

光熱費・物価の高騰

人件費の増大

建物・設備の老朽化

採用難による欠員

加算取得の困難さ

需要の減少

医療ニーズ対応困難

近隣競合施設の影響

経営層の高齢化・後継者不在

【経営を圧迫している要因】
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介護老人保健施設の存続のためには･･･

① 処遇改善・物価高騰の対策だけではなく、施設経営の原資
となる介護報酬（基本施設サービス費）の大幅なアップ
が必要

② 介護老人保健施設の建物の建て替え、大規模修繕等の
支援（補助）が必要



介護老人保健施設の機能の活用
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【 福祉避難所 】

一般の避難所での生活が難しい人のための「配慮された避難所」

■ 対象者 ： 高齢者（要介護）、障害のある人、医療的ケアが
必要な人、妊産婦・乳幼児等

■ 受け入れ施設 ： 特別養護老人ホーム、 障害者施設、
福祉センター 等

● 災害時の避難拠点

受け入れ施設の建物の維持が必要 （建て替え・大規模修繕等の支援が必要）

【 在宅医療の避難拠点 】

在宅医療を受けている要介護高齢者については、

災害時に直接 老健施設へ避難



令和６年度 令和７年度
令和６年 令和７年 令和８年

３
月

４
月

12
月

３
月

４
月

７
月

９
月

12
月

３
月
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新たな地域医療構想等に関する検討会

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会

在宅医療及び
医療・介護連携

救急医療等

小児及び周産期
医療の提供体制

災害医療・
新興感染症医療

新たな地域医療構想に関するとりまとめ⇒●

医師偏在対策に関するとりまとめ⇒●

ガイドライン及び医療計画指針の策定⇒●

3/29 12/18

7/24 9/24 年度内

ＷＧ

構成員に初めて 介護団体 が入った

新たな地域医療構想等に関する検討
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在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおける意見及び対応の方向性のとりまとめ

５ 災害の発生に備えた在宅医療のあり方について

在宅の要介護高齢者
の受入れは、

医師等の医療職が
配置されている
老健施設で

患者が在宅での療養継続が困難になった場合を想定し、当該都道府県内において、災
害時に継続的に医療的介入が必要な患者の受入れ先として
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① 老健施設は、医師をはじめとする医療職（看護師・リハ職等）や
介護職、栄養士、支援相談員、ケアマネ等の多職種が揃っている。

② 老健施設は、定員平均100名と規模が大きく、常に空床もあり（約87％）
いつでも受け入れが可能である。

③ 老健施設は、全国の中学校区に１施設を目途に、日本全国津々浦々に
設置されているため、避難拠点としての要件を満たす。

≪ 老健施設が災害時の避難拠点の役割を担える根拠 ≫

● 災害時の避難拠点
在宅医療を受けている要介護高齢者の災害時の避難を
老健施設が直接受け入れる。

（在宅医療を受けている要介護高齢者の受け入れ）
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≪ 老健施設がこの役割を担える根拠は災害時の避難拠点と同様 ≫

老健施設が災害時避難・民間（女性）シェルターの拠点としての機能を
果たすためには、その拠点機能の強化等のための大規模修繕・建替え
への財政支援の創設・拡大が必要

さらに

● 民間（女性）シェルターの拠点 としても位置付けが可能



令和9年度介護報酬改定にむけて
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介護報酬改定の３分類（体系化）

●賃金改善

●物価対応

●経営原資

報
酬
改
定

改
定
１
年
後

改
定
２
年
後

次
期

報
酬
改
定

３年間

【 他 職 種 と 遜 色 な い 賃 上 げ の 実 現】

【 足 元 の 物 価 上 昇 に 的 確 に 対 応】

【 経 営 の 安 定 の た め の 原 資】

通常の介護報酬改定（３年分）

原
則
：
毎
年
改
定

※ 介護報酬全体を物価スライド制にするのではなく、通常報酬に積み上げ

※経営の原資については、柔軟な対応を！

【再掲】
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